
SC 経営士規約 

令和 7 年 4 月 1 日改定 

平成 25 年 10 月 24 日制定 
（定義） 

 SC 経営士とは、SC（ショッピングセンター）に関する専門知識を総合的・体系的に体得し、その専門知識を活

かして、現在および将来の SC 経営や SC 業界、地域社会の発展に貢献できる資質を持った者で、一般社団法

人日本ショッピングセンター協会（以下 SC 協会）が実施する SC 経営士試験に合格し、登録した者をいう。 

  

（資格認定の条件） 

 (1)次の条件を満たし、登録した者 

 ①SC 経営士試験（1 次、2 次）に合格した者 

 ②SC 協会会員である、または SC 協会会員企業所属である者 

 なお、SC 経営士試験合格年度内に登録するものとし、手続きを行わずに期間を過ぎた場合は登録する権利

を無効とする。 

 (2)人材育成委員会で承認され、登録した者 

  

（登録更新） 

 (1)登録の有効期間は 5 年間とする。 

 (2)5 年毎の有効期間満了前に行う更新手続きを完了することにより、更新の登録ができるものとする。 

 (3)登録更新手続きについては人材育成委員会において別途定める。 

  

（資格の喪失） 

 次のいずれかに該当するにいたったときは、人材育成委員会の決議によって資格を喪失する。 

 (1)SC 協会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき 

 (2)SC 経営士の名称を利用し、組織化し、SC 協会事業と競合する行為をしたとき 

 (3)人材育成委員会において資格に適わないと判断したとき 

 (4)資格の喪失を希望したとき 

 (5)死亡・破産したとき 

 (6)登録更新を行わず、登録しなかったとき 

 (7)その他喪失せざるをえない正当な事由があるとき 

  

（資格喪失に伴う権利及び義務） 

 (1)前条の規定によりその資格を喪失したときは、SC 経営士の称号を使用することができない。また SC 協会及

び SC 経営士会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 

 (2)SC 協会は資格保有者が資格を喪失しても、既に納入した登録料その他の拠出金品は返還しない 。 

  

（再交付） 

 SC 経営士登録証を紛失した場合は SC 協会事務局へ速やかに申し出なければならない。 

  

（登録情報の変更） 

 資格登録者は登録した所属・氏名・連絡先等に変更が発生した場合、随時変更後の登録情報を SC 協会事務

局に速やかに申し出なければならない。 

  

（費用） 

 SC 経営士資格に関連する費用について、以下の通り定める。 

 (1)登録料 15,000 円（消費税別途） 

 (2)更新料 9,000 円（消費税別途） 

 (3)登録証紛失時の再発行手数料 3,000 円（消費税別途） 

 (4)SC 経営士バッジ紛失時の再発行手数料 2,000 円（消費税別途） 

  

（その他） 

 ここに定めがないものは、人材育成委員会にて審議するものとする。 

 


